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川辺町町営住宅入居者募集案内 
 

 
【募集内容】 
 
１． 川辺東タウンＢ棟の入居者を募集します。 

（所在地） 東タウン：川辺町比久見４３８番地４ 

 

２． 優先入居該当住戸のため、高齢者世帯・障害者世帯・母子家庭等の該当者を優先 

します。詳細はお問い合わせください。 

 

 ３．申し込みが複数ある場合は抽選とします。 

 

４．申し込みは、川辺町役場基盤整備課等にある申込書に必要事項を記入し、関係書類を 

添えて下記期日までに提出してください。 
                   （申し込み関係書類は一切返却しません） 

 

【募集戸数等】 
 

川辺東タウンＢ棟 １階 １０２号室（オール電化住宅）  １戸 
                                   
 
 
【住宅の構造及び間取り】 
 

   川辺東タウンＢ棟 構造 ＲＣ構造（３階建）    

１０２号室 間取り ２ＤＫ    約６５㎡ 

 
 
【受付期間等】 
 

  受付期間    平成３０年２月８日（木）から 平成３０年２月２２日（木）まで 

                    （ただし、土曜日・日曜日を除きます） 

    
 受付時間    午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 
  受付場所    川辺町役場 ２階 基盤整備課 住宅担当 

 

部屋の公開  平成３０年２月１４日（水） 

午前１０時００分 から 午前１１時００分まで 
 
 
 
【選 考】  書類審査の上決定、応募者多数の場合は公開抽選 
 
       ＊優先入居該当住戸のため、高齢者世帯・障害者世帯・母子家庭等の該当者 
       が優先されます。詳細は問い合わせください。 

                        

抽選予定日  ３月２日（金）午前１０：００～  
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【申し込み資格】 次の(１)、(２)、(３)、(４)、(５)全てに該当する必要があります。 
 
 （１）現に同居し、又は同居しようとする親族があること。（単身入居はできません。） 
    ただし、下記に掲げる方については、単身でも入居できます。 
 

① ６０歳以上の方 
 

② 障害者等 
        ・身体障害者手帳 １級～４級 
        ・精神障害者保健福祉手帳 １級～３級 
        ・療育手帳 判定Ａ 又は Ｂ１ 
 

③ 戦傷病者 
 

④ 原子爆弾被爆者  
 

⑤ 生活保護の被保護者  
 

⑥ 海外からの引揚者（引き揚げから５年以内） 
 

⑦ ＤＶ被害者 
 
     ⑧ハンセン病療養所入居者 
 
 
    （２）現に住宅に困窮していることが明らかな方 
 
  （３）一定の収入基準に当てはまること 

（所得月額１５８，０００円以下、裁量世帯については、２１４，０００円以下） 
           所得月額 ＝（世帯全員の年間所得金額－控除額）÷１２月 

  
   （４）申込者又は同居者が暴力団員（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」 

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）でないこと。 
 

  （５）市区町村税を滞納していないこと。  
 
 
 
【家賃】  家賃は、入居する世帯の収入（所得月額）によって異なります。 
 
 
【共益費】 共同施設の維持管理のため、家賃とは別に共益費が必要となります。 

 （月額５，０００円程度） 
      ＊入居者は、地元自治会へ加入していただきます。 
  
 
【駐車場】 駐車場が必要な場合は、月額３，２４０円／台となります。 
 

         ＊今回の入居募集に係る駐車場割り当て区画数は、１戸につき１区画(１台分) 
          のみとなります。 

 
 
【入居可能予定日】  平成３０年３月中旬 

 

【その他】 ・入居決定された方は入居者と同程度の所得がある連帯保証人（２名）と、 

敷金（家賃の３月分）の納入が必要です。 

          ・その他詳細、不明な点は役場開庁時間内に下記までお問い合わせください。 
 
 

＜問い合わせ先＞    

川辺町役場基盤整備課 住宅担当  

                    電話 ０５７４－５３－７２１４ 
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申し込みに必要なもの 

 

１．町営住宅入居申込書（様式１号）           

     

２．所得を証明するもの 

        平成２９年度所得課税証明書 

        ※原則１９歳以上の入居予定者全員 

 

３．住民票等（入居予定者全員） 

    ①住民票（続柄がわかるもの） ※省略なしのもの 

 

４．市区町村税の滞納がないことの証明書 

   （住民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税） 

 申込書に付随の「証明願」を使い、市区町村の税務担当窓口にて滞納がないことの

証明書をお取りください。 

＊市区町村によっては、上記「証明願」での証明ができない場合があります。 

この場合、入居予定者（１９歳以上の方全員）の納税証明書又は完納証明書等を市 

区町村の税務窓口でお取りください。 

なお、加入している健康保険が勤務先などの社会保険であり、国民健康保険に加入

していないため、国民健康保険税納税証明書の提出ができない方は、現在加入中の健

康保険証の写しを提出してください。その他不明な点はお問い合わせください。 

         

５．通知用はがき （切手付きはがきの表面に、あなたの住所・氏名を記入してください） 

 

６．障害者手帳等（お持ちの方のみ：単身要件又は裁量世帯判定用） 

    ・障害者手帳 １級～４級（写し） 

・精神障害者保健福祉手帳 １級～３級（写し）＊３級は単身要件のみ 

・療育手帳 判定 A 又は B１（写し） など 

                  詳細はお問い合わせください。 

 

７．その他証明書 （提出された書類だけでは不十分と認めた場合は、この他にも書類の 

提出を求めることがあります。） 

 

 ※郵便での申し込みはできません。ご事情のわかる方がお持ちください。 

  ※公営住宅に入居している方は申し込みできません。 

（ただし、特別な理由がある場合はこの限りではありません） 

  ※申し込み内容に虚偽があった場合は入居決定を取り消す場合があります。 

 

 その他注意事項 

    ・町営住宅では、犬、猫等動物を飼うことはできません。 

    ・入居決定された方は連帯保証人（２名）と敷金（家賃の３月分）の納入が必要です。 

  ・その他詳細は、役場基盤整備課までお問い合わせください。 
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【よくある質問】 

 

  Ｑ：月額所得の計算方法は？ 

  Ａ：次のとおりです。 

     （年間総所得－控除額）÷１２月 ＝月額所得 

    注１：所得のある方が２人以上いる場合の年間総所得金額は、それぞれの所得金額を   

     合計します。   

    注２：１人につき複数の所得がある場合の年間総所得は、それぞれの年間総所得を 

合計します。  

    注３：一般世帯の場合は上記の計算によって求めた月額所得が１５万８千円以下、 

    裁量世帯(※）の場合は月額所得が２１万４千円以下の方が申し込みできます。 
 

  ※裁量世帯とは 

    入居者または同居者が以下のいずれかに該当する世帯をいいます。 

  （１）高齢者世帯 

           ６０歳以上の方 

  （２）障害者等世帯 

         （ア）身体障害者手帳に記載された障害の程度が１～４級の方 

         （イ）精神保健福祉手帳に記載された障害の程度が1～２級の方 

     （ウ）療育手帳に記載された障害の程度が判定Ａ又はＢ１の方 

   （３）子育て世帯 

         同居者に中学校卒業までの子がいる世帯               等 

 

                ＊   個々の事例は、基盤整備課 住宅担当へお尋ねください。 

 

 

 Ｑ：月額所得を計算するときの控除額とはいくらですか？ 

 Ａ：下記の一覧表のとおりです。 

 同居親族控除一人当たり \380,000 

特定扶養控除（満１６歳～２３歳未満の扶養） \250,000 

障害者控除 \270,000 

特別障害者控除（１・２級） \400,000 

老人扶養控除（７０歳以上） \100,000 

寡婦・寡夫控除 \270,000 
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 Ｑ：家賃はいくらぐらいですか？ 

 Ａ：所得によって違ってきますので、一概にはお答えできません。 

   現在町営住宅に入居されている方は、２万～４万円程度の方が多いです。 

 

 Ｑ：町内に在住、在勤でないと申し込みができませんか？ 

  Ａ：在住、在勤でなくても申し込みはできます。 

 

  Ｑ：入居者の選考はどのようになっていますか？ 

 Ａ：書類の審査を経て、場合によっては申込者の現況調査を実施します。その後申し込みが 

複数の場合は公開抽選で入居者を決定します。 

 

  Ｑ：結婚はしていないが婚約している場合は入居できますか？ 

 Ａ：入居できますが、婚姻予約証明を提出してください。 

 

  Ｑ：住宅に困窮しているとはどういったケースですか？ 

 Ａ：申込用紙に主だった理由がありますので、該当する箇所へ記入してください。 

     例としては「現在の住宅の立ち退きを求められている」「所得に対して家賃が高い」等が 

    ありますが、申込用紙に記載されている理由以外にあれば任意の用紙で結構ですので記入

して下さい          して提出してください。 
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【間取図】 
 

  

川辺東タウンＢ棟 102 号室 

 


